
【表紙】
 

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年４月11日

【会社名】 ＮＴＮ株式会社

【英訳名】 ＮＴＮ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
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ＮＴＮ株式会社産業機械事業本部桑名製作所
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株式会社東京証券取引所

　（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１【提出理由】

　当社は、平成28年2月25日付で、英国競争審判所(Competition Appeal Tribunal)においてPeugeot S.A.および同社

のグループ会社計19社(以下「原告ら」)より、訴訟の提起を受けましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

 

２【報告内容】

（１） 当該訴訟の提起があった年月日

平成28年2月25日

（２） 当該訴訟を提起した者の名称及び住所

　Peugeot S.A.

　住所：75 Avenue de la Grande Armée,75116,Paris,France

　および同社のグループ会社計19社

（３） 当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額

原告らは、当社を含む軸受メーカー8社を被告として、損害賠償額5億780万ユーロ(暫定額)を連帯して支払う

よう請求しています。

本請求は、平成26年3月19日付の欧州委員会決定の対象となった欧州競争法違反行為に関連して、原告らが

被った損害であるとして提起されたものです。

（４）　今後の見通し

　　　今後訴状が送達され次第内容を確認し当社の正当性を主張してまいります。

　　　　　当社は、現時点で、本請求が当社の業績に与える影響は限定的であるものと認識しております。

以　上
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